（令和４年５月10日）
寝屋川市農業委員会議事録
寝屋川市農業委員会
寝屋川市農業委員会総会議事録
１　開催日時　　令和４年５月10日（火）午後１時20分から午後２時10分
２　開催場所　　寝屋川市役所　議会棟５階　第二委員会室
３　出席委員（15名）　※番号は席番号（８番、16番は欠番）
１番　奥野　清一　　　　　　　　　　　　　２番　溝口　透（農政企画委員長）
３番　冨田　順治　　　　　　　　　　　　　４番　中東　敬夫
５番　北野　紀美子　　　　　　　　　　　　６番　田伏　隆雄（農地調整委員長）
７番　奥野　隆雄（会長）　　　　　　　　　９番　木邨　公重
10番　西尾　晴雄　　　　　　　　　　　　  11番　中橋　弘
12番　小野　信次　　　　　　　　　　　　  13番　川口　茂明
14番　北川　康裕　　　　　　　　　　　　  15番　金谷　伸太郎
17番　南　昌男（会長職務代理者）
４　欠席委員（０名）
５　遅刻委員（０名）
　　
６　議事日程
　　第１ 議案第１号 農地法第３条第１項による許可について
第２ 議案第２号 農地法第５条第１項による許可について
第３ 報告第８号 農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について
第４ 報告第９号 農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について
第５ 報告第10号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について
７　農業委員会事務局職員

　  事務局長　猪俣　由紀子　　　　　　　　　　事務局長代理　津川　育大
職員　　　阪本　一彦　　　　　　　　　　　職員　　　田中　直樹
　

８　議長　会長　奥野　隆雄
９　会議の概要
（　午後１時20分　開会　）
　議長(奥野会長)　みなさん、こんにちは。
定刻前ですが、皆さんおそろいでございますので、ただいまより５月の農業委員会総会を始めさせていただきたいと思います。
それでは、寝屋川市農業委員会会議規則により会長が総会の議長を務めることになっておりますので、議事を進行させていただきます。
それでは、議事に入らせていただきます。
議案第１号 農地法第３条第１項による許可について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　議案第１号 農地法第３条第１項による許可について、ご説明申し上げます。
（議案第１号　件番１から件番３朗読）

まず件番１ですが、委員が申請の当事者になっております。
農業委員会等に関する法律において、委員本人あるいは同居の親族におい
ては、許可に係る審議に加わることができません。
したがって、退席をしていただくことになります。
　

　議長　　　　　　ただいま事務局から説明がありましたとおり、件番１の審議に入る前に申請者である委員、退室をお願いします。
（申請者である委員　退室）
事務局　　　　　 件番１につきましては、４月８日に受付を行い、５月２日の農地調整委員
会において現地調査及び譲受人に対する聴聞を実施し、審査を行いました。
場所は、一級河川たち立川沿いをＪＲ学研都市線星田駅方面へ進んだところで、学研都市線の線路沿いの農地でございます。
許可要件の判断基準については、まず全部効率利用要件があり、これは所有権を受ける者が、当該農地の所有権を取得後に、耕作等の事業に供すべき農地等のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業が行われるかどうかを判断するものでございます。
申請人が所有あるいは借受している本申請以外の農地はすべて寝屋川市にございますが、事前に事務局において他の農地の耕作状況に問題がないことを確認しております。また、借受している農地については賃貸借台帳に記載されていることも確認しております。
次に、農作業常時従事要件について、これは所有権を受ける者の年間耕作日数によって判断するものです。
原則年間150日以上、ただし、150日以下であっても農作業を行う必要がある限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認める場合もあるとされております。
本件の所有権を受ける者は、年間60日程度農業に従事しており、基準の150日を超えていませんが、大阪府農政室によると最低年間60日以上農作業をしていれば常時従事しているとみなし、許可要件に達するということを確認しております。
次に、下限面積要件について、本市農業委員会が定める下限面積の2,000㎡を上回っていることから許可の条件を満たしております。
譲受人は譲渡人の娘にあたります。
本件は同一の農家世帯内での贈与になりますので、議案書の経営面積に今回贈与される178㎡も含まれています。
従って、許可後の経営面積は4,991㎡のままでございます。
次に、地域との調和要件については、所有権を受ける者が本件農地の所有権の取得後において、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたす恐れは無いと認められるため、本要件を満たしていると考えられます。
次に、通作距離については、自宅から徒歩３分程ですので、通作距離にも問題はございません。
それではご審議のほど、お願い申し上げます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１については農地調整委員長から報告をお願いします。
農地調整委員長　　ただいま、事務局から説明があったとおり、５月２日の農地調整委員会において現地調査及び譲受人に対する聴聞を行いました。
申請地については、きれいに耕作されていましたし、今後も耕作を続けていくとのことですので問題ないと思います。
　議長　　　　　　ただいま、農地調整委員長より説明がありましたが、何かご質問等ござい
ますか。
　委員　　　　　　経営面積の4,991㎡ですが、この内、所有地は何筆で何㎡でしょうか。所
有地だけで下限面積の2,000㎡を越えていたかとは思いますが。
　事務局　　　　　筆数については、すぐにお答えできず申し訳ございませんが、面積については、所有地で約2,800㎡、借受地で約2,100㎡となっております。
借受地については、農業委員会事務局が所管する賃貸借台帳に記載されている農業委員会が賃貸借を認める農地となっております。

　委員　　　　　　寝屋川公園地区と大谷地区では、ヤミ小作ではなく、農業委員会が認める貸借地は無いと認識しているのですが、申請人は借受されている農地があるのですね。
農地を貸す側も借りる側も双方納得されている訳ですね。
　議長　　　　　　他にご質問等がないようですので、件番１について許可してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご異議がないようですので、許可いたします。
　　（申請者である農業委員　入室）
　事務局　　　　　続きまして件番２については、４月12日に受付を行い、５月２日の農地調整委員会において現地調査及び譲受人に対する聴聞を実施し、審査を行いました。
申請地の場所は、寝屋川公園の第２野球場から水道道を北東へ少し進んだところの農地でございます。
先ほどの件番１同様、許可要件の判断基準については、まず全部効率利用要件があり、所有権を受ける者が、当該農地の所有権を取得後に、耕作等の事業に供すべき農地等のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業が行われるかどうかを判断するものでございます。
申請人の所有している本申請以外の農地はすべて寝屋川市にございますが、事前に事務局において他の農地の耕作状況も問題ないことを確認しております。
次に、農作業常時従事要件について、これは耕作権を受ける者の年間耕作日数によって判断するものです。原則年間150日以上、ただし、150日以下であっても農作業を行う必要がある限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認める場合もあるとされております。
本件の所有権を受ける者は、年間200日程度農業に従事しており、基準の150日を超えており問題ございません。
次に、下限面積要件について、本市農業委員会が定める下限面積の2,000㎡を上回っていることから許可の条件を満たしております。
譲受人は譲渡人の娘にあたります。
本件は同一の農家世帯内での贈与になりますので、議案書の経営面積に今回の贈与される334㎡も含まれています。
従って、許可後の経営面積は15,066㎡のままでございます。
次に、地域との調和要件については、所有権を受ける者が本件農地の所有権の取得後において、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたす恐れは無いと認められるため、本要件を満たしていると考えられます。
次に、通作距離については、自宅から約500メートル、軽貨物自動車で12分程ですので、通作距離にも問題はございません。
続きまして、件番３については、４月18日に受付を行い、５月２日の農地調整委員会において審査を行いました。
申請地の場所は、打上川治水緑地の南側のバス通りを太秦中町の住宅街を南に進んだ農地でございます。
本件についても、身内内贈与の案件でございまして、令和２年度から年１回の持分贈与を行っており、毎年、総会で審議してきましたが、今回で３回目となり、最後の持分贈与となります。
許可要件の判断基準については、まず全部効率利用要件があり、所有権を受ける者が、当該農地の所有権を取得後に、耕作等の事業に供すべき農地等のすべてを効率的に利用して、耕作等の事業が行われるかどうかを判断するものでございます。
申請人の所有している本申請以外の農地について、寝屋川市と枚方市にございますが、事前に事務局において申請地以外の農地の耕作状況も問題ないことを確認しており、枚方市の農地については枚方市の農業委員会に耕作状況に問題がないことを確認しております。
次に、農作業常時従事要件について、これは耕作権を受ける者の年間耕作日数によって判断するものです。原則年間150日以上、ただし、150日以下であっても農作業を行う必要がある限り、当該農作業に従事していれば常時従事していると認める場合もあるとされております。
本件の所有権を受ける者は、年間300日程度農業に従事しており許可要件を満たしております。
次に、下限面積要件について、本市農業委員会が定める下限面積の2,000㎡を上回っていることから許可の条件を満たしております。
譲受人と譲渡人は弟と姉の関係になります。
本件は同一の農家世帯内での贈与になりますので、議案書の経営面積に今回の贈与される176㎡も含まれています。
従って、許可後の経営面積は4,051㎡のままでございます。
次に、地域との調和要件については、所有権を受ける者が本件農地の所有権の取得後において、周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的利用の確保に支障をきたす恐れは無いと認められるため、本要件を満たしていると考えられます。
次に、通作距離については、自宅から800メートル程で、自動車で10分程ですので、通作距離にも問題はございません。
それではご審議のほど、お願い申し上げます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番２及び３についても農地調整委員会の委員長から報告をお願いします。
農地調整委員長　　ただいま、事務局から説明があったとおり、件番２については、５月２日の農地調整委員会において現地調査及び譲受人に対する聴聞を行いました。
現在、良好に耕作されていますし、今後とも問題なく耕作を続けられると思いますので問題ないと思います。
件番３については、身内内の持分贈与ということで、今回、同一農地の持分贈与が３回目の申請になります。
令和２年度に1回目の持分贈与の申請の際に、現地調査及び譲受人に対する聴聞を行いました。その後、今日まで不耕作等の懸案はないようですので問題ないと思います。
　議長　　　　　　 ただいま、農地調整委員長より説明がありましたが、件番２及び３について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、件番２及び件番３について許可することにご異議ございませんか。
（「異議なし」の声あり）
ご異議がないようですので、件番２及び３について、それぞれ許可いたします。

次に、議案第２号 農地法第５条第１項による許可について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　　議案第２号 農地法第５条第１項による許可について、ご説明申し上げます。
（議案第２号　件番１朗読）

件番１につきましては、４月８日に受付を行い、５月２日の農地調整委員会において現地調査及び申請人を呼び出して審査を行いました。
転用の理由といたしましては、譲受人は建築、不動産業を営んでおり、申請人本人の資材置場に転用するということでございます。
本申請地から南東へ進んだところに事務所があり、そこから利用する予定です。
農地転用の許可に関しては、「立地基準」と「一般基準」で判断することとなっております。
まず、「立地基準」について、本申請地の農地区分は市街地化が見込まれる区域内にある農地で、一団の農地の規模がおおむね10ha未満のものであることから１種農地には該当しません。また、ガス管水道管等が埋没された幅員４ｍ以上の道路にも隣接していないことから３種農地にも分類されません。
この場合、１種農地、３種農地のどちらの条件にも当てはまらない農地については農地法上、２種農地として扱うこととなっており、農地法施行規則第46条の２種農地に該当いたします。
２種農地については、３種農地と異なり、原則許可ではなく、立地の代替性が認められる場合には許可ができません。
つまり、周辺の他の土地に立地することができない場合には許可ができるという種別の農地でございます。
本件については、自宅兼事務所から比較的距離が近いこと、また、本市及び枚方市で事業を営む申請人にとって、市境付近にある本申請地は利便性が良いこと。本申請地の周辺で代替地を探しても見つからなかったことから、許可し得るものと判断いたします。
「一般基準」について、事業実施の確実性等について審査しましたところ、土地の造成に必要な金額に係る見積書を徴求しており、同金額の融資証明書を徴求していることから資金面についても問題ないものと判断します。
それではご審議のほど、お願い申し上げます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、農地調整委員会の委員長から報告をお願いします。
農地調整委員長　　ただいま、事務局から説明がありましたとおり、申請地の場所は枚方市出
口との市域界付近で、その昔、市域界に沿って赤井堤防があった付近です。
現在は、大阪府の淡水魚水産生物試験場の隣接地です。
現況は畑地となっていますが、資材置場に農地転用される許可申請です。
現地写真に写っている、のり面になっているものが淀川左岸の堤防でございまして、堤防からすぐ傍でございます。
南側に少し進んだところに農地はございますが、申請地に隣接して農地はございませんので、農地転用によって農地に影響はないことから、許可についてはやむを得ないと判断します。
　議長　　　　　 ただいま、農地調整委員長より説明がありましたが、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
ご質問等がないようですので、件番１については許可するものとし、大阪
府農業会議に諮問してよろしいでしょうか。
（「異議なし」の声あり）
　　　　　　　　　ご異議がないようですので許可し、大阪府農業会議に諮問いたします。
次に報告第８号 農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第８号 農地法第４条第１項第８号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
（報告第８号　件番１朗読）

件番１につきまして、場所は木田元宮地区にある鉄道車両庫の東側の現況が水路となっている農地でございます。
本件は３月28日に受付を行い、３月29日に地区担当委員と現地確認し、会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
本件は転用漏れ案件でございます。経過としまして農地法が施行される昭和27年より以前から水路として利用しておりましたが、農地法の届出を失念しておられたとのことから始末書を徴求しております。又、本件は私有地ですが水路となっており、今般、売買の予定があるということから、農地転用の見落としに気づいたものです。
売買後は、買主は資産保有を目的にそのまま保有されるということですが、万が一、水路を埋立てされた際に下流域の農地に影響がないか、水利関係者に確認をしております。
確認したところ、この水路は少し南へ行ったところで、東側の本流に合流しており、この水路域に水路を利用している農家はおらず、農地への影響はないとのことでした。
（報告第８号　件番２朗読）
件番２につきまして、場所は淀川の堤防沿いの住宅地内の農地でございます。
本件は４月11日に受付を行い、地区担当委員に連絡の上、現地確認をいたしました。４月26日に会長専決により届出を受理したものでございます。
現況は写真のとおりでございます。
本件は転用漏れ案件でございます。昭和27年より以前、農地法が施行される前に宅地へと造成しており、農地法の届出を見落としていたとのことから始末書を徴求しております。
以上で報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１について、地区担当委員からご説明をお願いします。
　委員　　　　　　私が子供の頃からすでに水路となっておりました。事務局より説明があったように、今は農業用水路として使用されていないので、問題ないと思います。
　議長　　　　　　ただいま、地区担当委員からご説明がございましたが、何かご質問等ございますか。

　委員　　　　　　水路であれ、一戸建て住宅であれ、昭和27年の農地法施行以前からすでに
農地以外になっていたことが確実なのですよね。
　　　　　　　　　そうであれば、農地転用の許可は必要ないのではないでしょうか。
　　　　　　　　　始末書まで求めるのは、あまりにも酷だと思います。
　事務局　　　　　失礼いたしました。始末書ではなく、経過書ということで、何年頃から現
在の形態になったのかという経緯を確認しております。
　　　　　　　　　　　　　

　議長　　　　　　他にご質問等がないようですので、次に件番２について、何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
　議長　　　　　　ご質問等がないようですので、次に報告第９号 農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第９号 農地法第５条第１項第７号による転用届出に係る専決報告について、ご説明申し上げます。
　　　　　　　　 件番１については、４月20日に受付を行い、地区担当委員に随行し、４
月26日に現地確認いたしました。
４月26日に会長専決により届出を受理したものでございますが、昨日、届
出人の代理人より連絡があり、譲受人が変更となる為、届出を出し直したい
との申出がありました。
つきましては、改めて届出がされましたら、今回、受理したものは取消を
し、総会にて報告いたします。
　議長　　　　　　 ただいま、事務局より説明がありましたとおり、本件については、届出の
取消となるとのことです。
次に、報告第10号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明に
ついて、事務局説明願います。
　事務局　　　　　報告第10号 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明について、ご説明申し上げます。
本証明につきましては、生産緑地の主たる従事者が死亡あるいは身体の病気等の故障により耕作を継続することが不可能になり、市へ生産緑地の買取り申出を行うにあたり、当該人が農業の主たる従事者であったことを証明したものでございます。
件番１、２については関連した案件でございますので、一括してご説明いた
します。
（報告第10号　件番１及び２朗読）
件番１及び２の農地の場所は、一級河川たち川と第二京阪道路が交差する付近にございます寝屋神社の北東側の隣接した２筆の農地です。
３月22日に証明願があり、４月６日に事務局において現地確認を行い、４月13日に会長専決により証明いたしました。
買取申出事由はどちらの農地も死亡によるものです。
現況は画面のとおりです。
買取申出後は、資材置場に転用すると聞いております。
（報告第10号　件番３朗読）
件番３について、場所は府道15号八尾茨木線を東へ少し進んだところ、市立啓明小学校を北東へ進んだところでございます。
４月４日に証明願があり、同日に事務局において現地確認を行い、４月13日に会長専決により証明いたしました。
買取申出事由は故障によるもので、発作性心房細動により、農業に従事することが不可能であるという医師からの診断書を徴求しております。
現況は画面のとおりです。
続きまして、件番４～７は関連した案件でございますので、一括してご説明いたします。
（報告第10号　件番４から７朗読）
件番４から７の農地は府道15号八尾茨木線を鳥飼仁和寺方面へ進んだところ仁和寺地区に点在した農地です。
本件については、買取り申出事由の生じた者はすべて同一人物であり、申請者である土地所有者が異なるため、それぞれ申請をしているものです。
買取申出事由は死亡です。

件番１につきましては、場所は木屋地区にある自動車教習所の南西側、府道13号京都守口線沿いのスーパーマーケットがございますが、その店舗の裏側付近の農地でございます。
２月15日に証明願があり、２月16日に事務局において現地確認を行い３月４日に会長専決により証明いたしました。
現況は画面のとおりです。
　　　　　　　　　以上でご報告を終わらせていただきます。
　議長　　　　　　ただいま、事務局より説明がありましたが、件番１から７について何かご質問等ございますか。
（「なし」の声あり）
　　　　　　　　 ご質問等がないようでございます。
本日の議事案件は以上でございます。
　　　　　　　　 　次に事務局、連絡事項等ございますか。
　事務局長代理　　「農業委員会女性委員登用促進の取組について（案）」を説明。
　事務局　　　　　令和３年度（第２回）農地パトロールの結果について説明。
　議長　　　　　　以上をもちまして、５月度の委員会総会を閉会させていただきます。
長時間にわたり慎重審議いただきましてありがとうございました。

（　午後２時10分　閉会　）
前記は、会議のてんまつを記載したものに相違なく、ここに署名捺印する。
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